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東ドイツにおける教授学研究の展開とその継承の課題
―フールマン（Fuhrmann, E.）の叙述を手がかりに―

吉　田　成　章
（2007年10月４日受理）

Die Entwicklung der Didaktik-Forschung in der DDR und der Aufgabe der Nachfolge 
nach der deutsch-deutschen Vereinigung:

Auf Grund der Darstellung von Fuhrmann, E.

Nariakira Yoshida

Zusammenfassung . Der Beitrag versucht auf Grund der Darstellung von Fuhrmann, E. zu 
untersuchen, wie die Didaktik-Forschung in der DDR entwickelt hat, und wie der Aufgabe 
der Nachfolge und der Entwicklung nach der deutsch-deutschen Vereinigung erörtert 
wird.　Fuhrmann darstellte die Entwicklung der Didaktik-Forschung in der DDR unter 
zwei Gesichtspunkten von dem frühen Mitglied in der APW und einem Lehrer im 
Übergang von Lehrplan zur Rahmenplan.　Auf Grund ihrer Darstellung klärt ich, daß die 
Didaktik-Forschung in der DDR im Spannugsfeld zwischen staatlichen Vorgaben und 
wissenschaftlichen Ansprüchen entwickelt hat, daß die deutsch-deutschen Vereinigung die 
Chancen der weiter Entwicklung der Didaktik-Forschung in der Deutschland hat. 

　Stichwörter : DDR-Didaktik, deutsch-deutschen Vereinigung, Fuhrmann, E.
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Ⅰ．研究の目的

　本研究の目的は，東ドイツにおいて教授学研究がど
のように展開されてきたのか，またその継承・発展に
ついてドイツ統一後どのような課題が検討されている
のかを，フールマン（Fuhrmann, E., 1935-）の叙述
を手がかりに明らかにすることである。
　フールマンは，東ドイツ時代には，15年間数学の教
師 を 務 め， そ の 後20年 間 は 教 育 科 学 ア カ デ ミ ー

（Akademie der Pädagogischen Wissenschaften: 
APW）に所属した女性研究員であった。彼女は，ド
イツ統一後においても，オルデンブルク大学でヒルベ
ルト・マイヤー（Meyer, H.）の代理として一年間，
学校教育学の教授職につくなど，多方面で研究を続け
てきている。
　 彼 女 の 研 究 関 心 は，「 生 徒 の 能 動 性（Schüler- 
aktivität），授業方法，教師のコンピテンツの形成」1）

であり，ドイツ統一以前は，この研究関心についての
著書や論文を多くあらわしている2）。彼女はドイツ統
一以降，東ドイツ時代の自身の研究成果をもとに論文
を発表するとともに，東ドイツの教授学研究はどのよ
うに展開されてきたのか，またそれはドイツ統一以降
どのように継承・発展されていかなくてはならないの
か，という問題に取り組んできている。
　東ドイツの教授学がどのように展開されてきたのか
については，ドイツ統一以降さまざまな研究者によっ
て，さまざまな角度から論究されてきている。東ドイ
ツ出身の研究者としては，シュタインヘーフェル

（Steinhöfel, W.）による研究3）やロイテルト（Leutert, 
H.）による研究4），西ドイツ出身の研究者としては，
ベンシュ（Bönsch, M.）による研究5）などがある。こ
れらの研究が，教授学研究上の成果としての出版物を
中心に検討しているのに対して，フールマンは1970年
を教授学研究の展開における一つの区切りとして分析
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しながら，東ドイツにおいて教授学研究がどのような
意図によって，またどのような背景によってなされて
きたのかを中心に検討している。
　また，東ドイツ教授学の継承・発展について言及し
ている他の東ドイツ出身の教授学者は，主に自らの教
授学理論の継承と発展に重点をおいて主張している6）

のに対して，彼女はそのような主張だけではなく7），
東ドイツにおける教授学研究の展開の描写と関連させ
ながらその継承・発展を主張している点，そこでの教
授学研究の展開の描写では，教育科学アカデミーの研
究員だけに東ドイツにおける内部事情が細かく描かれ
ている点，また教師の視点から，ドイツ統一を契機と
する教育課程編成の問題を，レールプラン（Lehrplan）
からラーメンプラン（Rahmenplan）への移行の問題
として検討している点が特徴的である。
　したがって本研究では，フールマンのドイツ統一以
降の論文を検討することによって，彼女が東ドイツの
教授学研究をどのようにふりかえり，ドイツ統一以降
それをどう継承・発展させていかなくてはならないと
捉えているのかを明らかにする。

Ⅱ．東ドイツにおける教授学研究の展開

　先に述べたように，フールマンは1970年を東ドイツ
における教授学研究の展開の一つの区切りとみなして
いる。というのは，1970年という年は，教育科学アカ
デミーと教授学の研究施設が設立された年だからであ
る。フールマンはこの両団体に所属しながら，国家の
意図と学問上の要求との間で教授学研究がどのように
展開されていたのかに焦点を当てて検討している。以
下では，教授学研究のための制度上の整備がどうなさ
れたのか，国家の意図と学問上の要求との間の緊張の
場にあった東ドイツの教授学研究の展開，についての
フールマンの叙述を検討していく。

１．教授学研究のための制度上の整備
　フールマンは，東ドイツにおける「計画的・体系的
な教授学研究の開始の時期は1960年代中旬だと見るこ
とができる」とし，大学ではベルリンのフンボルト大
学とライプツィヒ大学，そして教育科学アカデミー 
の前身であるドイツ中央教育研究所（Deutsches 
Pädagogisches Zentralinstitut: DPZI）の教授学部門
お よ び 国 民 教 育 省（Ministerium für Volksbildung: 
MfV）によって設立された学術会議の中の教授学部門
が，1970年までの教授学研究にとって重要な役割を果
たしたという8）。
　その後，1970年５月の第７回教育会議（Pädagogischer 

Kongreß）の決定を経て，1970年９月に教育科学アカ
デミーが設立され，その中に教授学研究に関する独立
した施設である教授学研究所（Institut für Didaktik: 
ID）が誕生した。さらに，教育科学アカデミーの設
立後，教授学研究所指導部のための助言機関として，
教授学のための学術会議（Wissenschaftlicher Rat für 
Didaktik: WRfD，以下学術会議）が創設された。こ
の学術会議について，フールマンは次のように説明し
ている9）。学術会議は32人の構成員と37人の常勤の客
員構成員によって構成されていた。構成員は，大学の
教員，教育科学アカデミーの職員，「人民と知識（Volk 
und Wissen）」出版社の社員，学校の教師などから成っ
ていた。また，教授学研究所の所長は学術会議の議長
も兼任した。学術会議の活動の指導は教授学プロジェ
クトの指導者によってなされていたため，教授学研究
に関わる場合は，大学のすべての教授学類も学術会議
と関わりを持つことになっていた。また，大学や他の
施設の代表者，および国民教育省の代表者も客員構成
員として関わり，彼らも交えて年に２回会議を行って
いた。
　ここでフールマンは，「教育科学アカデミーにおけ
る独立した施設の創設と学術会議の設立を見た1970年
という年は，教授学研究にとって一つの区切りを示し
ている」10）としている。たしかに，1965年の「統一的
社会主義教育制度に関する法律（Gesetz über das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem）」の制定以
降，本格的に社会主義的な教育の理論的・制度的な整
備がすすめられ，1970年に多くの重要な決定がなされ
たことを鑑みると，教授学研究の展開における一つの
区切りとしてみることができるだろう11）。しかしフー
ルマンにとっては，以下で見るように，国家の決定と学
術会議や教授学研究所での学問上の要求との間で悩む
ことになるきっかけの年でもあった。計画経済をとって
いた東ドイツにおいては，教授学研究も教育科学アカ
デミーの作成する「展望プラン（Perspektivplan）」
といった研究計画の中に入れられ，最終的な決定は国
民教育省によってなされていたのである。

２．�国家の意図と学問上の要求との間の緊張の場に
あった東ドイツ教授学

　国民教育省や教育科学アカデミーと，学術会議や教
授学研究所との間には，意見の不一致が存在していた
という。その理由をフールマンは次のように述べてい
る。「学術会議の何人かの研究者や特にその指導者は，
この学術会議を国民教育省の実施機関とは認識してお
らず，学問的な自己理解から必要不可欠であり意義が
あると思われる場合，ディシプリンとしての教授学の
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進展に対して責任を持ち，この課題に応えるために，
与えられた条件下で構成上の裁量余地に従って教授学
研究を模索し，省の機能機関およびその他の機能機関
との対決もはばからない，学問的な委員会として認識
していた。」12）そのことにも起因して，国民教育省は当
時の教授学研究の状況に対しては批判的であったとい
う。すなわち，「教授学は充分に実際の学校政策的な
観点や実践の要求に目を向けておらず，学問ディシプ
リンそれ自体にのみ目を向けている」13）という批判が
なされたのである。　
　フールマンはこの批判に対して，教育科学アカデ
ミーの総裁であったノイナー（Neuner, G.）がどのよ
うな態度をとったのかが部外者にとっては興味ぶかい
ことであろうとするが，その反応は賛成であったとい
う14）。ノイナーと教育科学アカデミーの上層部はこれ
に対して，1979年に何度も幹部会議を開き，その協議
の成果はフールマンにとって残念な結果をひきおこす
ことになった。
　その残念な結果とは，この1979年に起こったことを
一つの事例として，他にも二つの事例にも共通である
というのがフールマンの主張である。第一は，1973年
に教授学研究所や学術会議において完成させた教授学
に関する著作の出版の中止である。第二は，1979年に
始動していた出版プロジェクトの拒絶である。第三は，
1987年の『わが国の学校における教授学』（„Didaktik 
der sozialistischen Schule“）の出版構想の却下であ
る。彼女が描く教授学研究の展開は，この三つの試み
のたどった同じ「運命（Schicksal）」にそって描かれ
ている。

１）1973年の出版について
　まず1973年の事例は，「クリングベルク（Klingberg, 
L.）の著書によって東ドイツ教授学の価値が十分に示
されていたのにもかかわらず」，上述した教授学研究
に対する批判からきたものであるという15）。それをう
けて，「1973年には，『授業実践を学問的に反映し，そ
のさらなる発展にふさわしく学校政策的な成果に直接
に，あるいは間接に諸教科の方法を越えて援助する』
という課題が教授学に課せられ」，予定していた出版
をとりやめることになった。その代わりに出版される
ことになったのが，1970年代中旬に学術会議が中心と
なっててがけられた，『教育学双書』（„Beiträge zur 
Pädagogik“）であるという16）。このシリーズの中で，「教
授原理」や「生徒の能動性」などといった重要なテー
マに関する教授学的成果がまとめられていくことにな
る17）。

２）1979年の出版について
　次に第二の事例については，「すでに述べた1979年
の出版プロジェクトの却下は，アカデミーの総裁に
よって創設されたシリーズ本『教師のための助言』 

（„Ratschläge für Lehrer“）のために論文を展開する
という仕事と結びつけられた」18）という。このいわゆ
る「緑のシリーズ」という小冊子の表紙裏には，「学
校での教育過程や教師・教育者の日常の活動をより充
実させるという問題に集中的に取り組んでいる」と記
され，教師が手にとってすぐに理解し，実践に役立て
るように工夫されている。フールマンは，このシリー
ズの「著者のリストが示しているように，学術会議の
構成員はこの仕事には全く逆らわなかった。しかし，
学術会議の指導部は，この小冊子は教授学モデルに基
づいた著者の研究のまとまった描述や理論的根拠づけ
を補うものには全くなり得ていないという一致した解
釈のままであった」19）とふりかえり，したがって次の
第三の試みが開始されたのだという。

３）1987年の出版について
　最後に第三の試みは，『わが国の学校における教授
学』の出版について，1987年５月11日の学術会議での
調整の後に，教育科学アカデミーの幹部会での協議の
ためにその構想を提出し20），いったんは許可が下り
た。しかし，このプロジェクトはその後，すでに多く
の時間と労力が以前の活動に投資されていたという理
由から，前の二つの事例と同じ結果となったという21）。
ただしこの試みは，1989年の第９回教育会議のための
資料を作成することになり，この試みのためにすでに
完成していたいくつかの章は，簡易製本され内部の資
料として用いられるという形で，活動が再編成される
ことになった22）。

　この三つの事例の描写をとおして，東ドイツの教授
学研究の展開としてフールマンが主張したい点が明白
にあらわれている。彼女は，「教授学に関する根本的
な著書を出版するという三つの試みを打ち砕いた内容
的な背景については，推測することができるのみであ
る。そこには，二つの要因が特に重要な役割を果たし
ていただろうと推測した。一つは，教授学研究所や学
術会議によって追究されてきた，（授業における中央
集権的な目標や内容という優先的強調に対して）反抗
的な教授学の過程志向性（löckende Prozeßorientierung 
der Didaktik）である，そしてもう一つは，東ドイツ
における授業や学校の現実を記述し振り返る際のそこ
での教授学の『ゆるぎなさ（Unbestechlichkeit）』で
ある」23）とする。続けて，教授学研究所や学術会議に
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おいてなされてきた教授学研究や，実践分析は，国民
教育省や教育科学アカデミーの上層部からは二つの要
因から拒絶され，ドイツ社会主義統一党（Sozialistische 
Einheitspartei Deutshlands: SED）や国家指導部の成
果報告ではそのような研究の成果は確認されていな
かった，ということは見逃すことができないとする24）。
すなわち，公になった教授学的成果の背後に，東ドイ
ツの教授学研究の重要な展開が存在したことをフール
マンは示唆している25）。

Ⅲ．ドイツ統一後における東ドイツ
教授学の継承・発展の課題

　
　1994年の３月14－16日にドルトムント大学におい
て，「ヨーロッパにおける陶冶と教育（Bildung und 
Erziehung in Europa）」というテーマで，ドイツ教育
学会の第14回専門家会議（14. Kongreß）が開催され
た。その第18シンポジウムでは，「東と西における学
校と授業（Schule und Unterricht in Ost und West）」
というテーマが組まれ，７名の提案者のうちの一人で
東ドイツの研究者として登壇したフールマンの提案が，
ドイツ教育学会の発行する『教育学雑誌』（„Zeitschrift 
für Pädagogik“）の1994年の別冊に収められている。
彼女は「東ドイツにおける教授学と授業研究－何が残
るのか？」26）というタイトルのもと，統一後ドイツに
おいて吟味すべき点として，東ドイツにおける教授学
と授業研究のうち六つの視点を提案した。その後，こ
の六つの点に若干の修正と追加を行い，1997年の論文27）

にまとめている。ここでは，フールマンが「何が残る
のか？」という問いにどのような答えを出しているの
かを明らかにする。フールマンはこの問いに対する答
えとして，以下の九つの点を指摘している28）。

（1）体系化の傾向
4 4 4 4 4 4

（Tendenz�zum�Systematisieren）
　その傾向は多くの教授学研究において認識されうる
し，学生や教師といった聞き手によってその養成教育
や継続教育においてかなり評価されている【クリング
ベルク】。

（2）�密接な実践との関連
4 4 4 4 4 4 4 4 4

と理論的研究と経験的研究
の試み

　授業における俳優（Akteur）を見て取ること，教
授学的な要求あるいは複雑な教授学的－方法学的な構
想の実現可能性を省察すること，およびその実現条件
を考慮にいれることの必要性は，一般的に受け入れら
れてきたし，もちろん見て取ることができた。

（3）東ドイツ教授学の「独自性（Besonderheit）」
　つまり，学術会議の構成員によって意識的に試みら
れ関連づけられていた（指示されたものではない）協

4

働と同僚たちの学問的討論
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，とりわけ教科教授学者・
心理学者の代表者との討論や，共同プロジェクトへの
ディシプリン内の共同作業（例えば実践分析）である。
研究過程における「上からの」画一化あるいは統制と
いった試みはいずれも，非建設的に作用する。このこ
とに対しても，一連の辛い経験が存在する。

（4）�授業における教育的指導と自己活動との教授学
的相互関係に関する多くの研究

　「指導（Führung）」は，生徒たちの，そして彼らの
発達への不安に対する教師たちの義務を含んでいる。
しかし「指示された」指導と並んで，教師たちの自分
たち自身で選びとっている個人的責任もまた存在して
いた，すなわち，成長しつつある者に対する教育的責

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

任
4

である。教師の役割を省察することは，教授学の問
題である。

（5）�東ドイツ教授学におけるソビエト心理学の行為
理論的アプローチ

　行為理論的アプローチ，および教授学と心理学の相
互の活性化という二つの方向性が今後の研究の出発点
となりうるであろう29）。ただし，以下の二点に留意し
なければならない。それは，東ドイツの時代における
そのようなアプローチは計画に沿った要求と学校の現
実との間の矛盾を隠蔽することに悪用されたというこ
とが注意されるべきである。他方では，これらのアプ
ローチは，独自の段階プロフィールによって活動的で，
発達援助的な授業に関する注目すべき価値のある構想
を根拠づけるものであった。そして心理学と教授学と
が両者の自主性を失うことがなければ，互いに充実さ
せることができるということに対するヒントがのこさ
れているのである。

（6）�授業方法に関する教授学的研究
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，および教師た
4 4 4 4 4 4

ちの教授学的
4 4 4 4 4 4

―方法学的能力の養成に関する教
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

授学的研究
4 4 4 4 4

　授業方法の本質，すなわちその「外的側面」と「内
的側面」に関する供述【クリングベルク，ラウシュ】，
その記述的機能と規範的機能に関する供述，授業方法
と実現条件との関連に関する供述，教師によるその描
写と獲得に関する供述が存在する。その分類の問題は
次のように取り組まれてきた。つまり，多くの授業方
法が展開され，実践的に試されてきたのである（例え
ば，問題解決の授業について【フールマン】，あるい
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は方法論上の基礎形態についてである）。とくに授業
における方法の多様性の問題【フールマン】が取り扱わ
れてきた。教師の方法論上の能力の発展に関する研究
はシステムに依存することなく意義のあるものである。

（7）�授業における生徒の能動性
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に関する1980年代に
おける複雑な教授学研究

　特に言及すべき事は，５年間に渡る複雑な教育学上
の実験である，それは1980年代において360人の教師
と，4000人以上もの生徒とともに行われたものであり，
関連する学校に対して大変な成果へと至り，多くの学
問上の成果を様々なレベルでもたらしたのであった

（方法学的に，教授学的に，学校理論的に，研究方法
論的に）。教授学のレベルでは，とりわけ学校環境・
教師の能力・授業の質・生徒の活動・授業成果の間の
関連に関する認識が注目に値する【フールマン】。

（8）習得過程の内容的関連
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

　東ドイツ教授学の最後の年にまとめられた研究 
ア プ ロ ー チ（ 特 に い わ ゆ る「 構 成 的 ア プ ロ ー チ
Komponentenansatz」）【 テ ィ ー ム（Thiem, W.）， 
ヴェック（Weck, H.）】が，教授学研究に対して今後
も効果的なアプローチであろう。授業の構成と学習過
程の組織化に関する問いは，習得対象の特殊性と習得
方法の独自性に依存しながら検討された。

（9）�統一後に「証明され」，さらに発展している東ド
イツにおけるアプローチ（方法）

　例としては，以下のテーマ領域に関する認識や経験
が挙げられる。
　－授業における問題認識と問題解決【フールマン】
　－内的分化
　－才能の認識と援助【シュタインヘーフェル】
　－生徒の能動化【フールマン】
　－授業時間の計画化と構成
　－方法論的基礎形態
　－�授業方法の内的側面と外的側面【クリングベルク，

ラウシュ】
　－授業過程の弁証法的性格【ドレウス】

　フールマンは，これらの答えは次のような興味深い
二つの領域に基づいているとしている。それは，「経

4

験的な授業研究の成果や手段
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」と「ドイツにおける教
授学の充実に貢献しうるであろう研究アプローチ

4 4 4 4 4 4 4

，ア
4

プローチ方法
4 4 4 4 4 4

，教授学的な問題設定
4 4 4 4 4 4 4 4 4

，学問的認識と経
4 4 4 4 4 4 4

験
4

」である30）。第一の点は，「実践分析や，授業の質
に関する経験的研究，（中略）授業におけるコミュニ

ケーションと協働といった個々の観点，およびその特
徴を超えて存在するモデル的な試みであった経験的方
法の複雑な教授学的研究」31）などが挙げられるとい
う。すなわち，国家の意図と学問的要求との間でもが
きながらも，研究の「自由」として勝ち取ってきた教
授学研究と授業研究の具体的な成果のことである。第
二の点は，これらの研究を支えている研究手法や研究
上の考え方などは，統一後ドイツにおいても意味があ
るとする主張である。フールマンはこの点について，

「このことはむろん，東ドイツに存在していた教授学
的な思想（didaktischer Gedanke）を受容しようとす
る『西側における』真摯な態度を必要とする」32）とア
ピールする。というのは，「しかし，概してその受容
がなされる場合，それは一面的であり，ほとんどクリ
ングベルクに限られている」33）という意識がフールマ
ンにはあるからである。
　フールマンは，ドイツ統一以降も意味をもつであろ
うし，もつべきである東ドイツにおける教授学と授業
研究の成果を，先述した東ドイツにおける教授学研究
の展開と関連させる形で示した。その上で，西ドイツ
において，また統一ドイツにおいてそれらの研究が本
格的に検討されることの必要性を強調したのである。

Ⅳ．�教師の視点から見たレールプランか
らラーメンプランへの移行の問題　

　1996年の西ドイツの『教育学』誌上で，「レールプラ
ン－束縛か，あるいは救いか？（Lehrpläne－ Fessel 
oder Hilfe?）」という特集のもと，フールマンは「『いっ
たいレールプランなしに私はどのようにして授業をす
ればいいの？』東ドイツから統一ドイツへの転換の中
での教師の経験」34）と題して，転換以降に東ドイツの
教師が抱いた実践上の悩みを分析しながら，ドイツ統
一後の教授学研究の課題について検討している。
　ドイツ統一に際して，東ドイツ時代のレールプラン
は新たに改訂されることとなった。その際，新しいカ
リキュラムや教科書の作成が遅れたためその対応に追
われたという点や，東ドイツのレールプランに慣れて
いた教師たちが授業を準備することができないという
不満は，わが国においても検討されてきている35）。と
いうのも，東ドイツにおけるレールプランは，西ドイ
ツのものと比べて，「相対的に高い拘束力を持ち，か
なり厳密に授業内容をあらかじめ規定していたのであ
る。東ドイツにおけるレールプランはカリキュラム以
上のものであった」36）。そのため，良くも悪くも教師
の日常の授業を強く規定していたため，このレールプ
ランがなくては授業を行うことができない教師が多
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かったのである。
　レールプラン37）に定められた規準を満たすために，
教科書と教材の計画や授業時間の配分のための詳細な
指示が書かれた「指導書（Unterrichtshilfe）」が作成
された。フールマンは，授業の本質的な計画の基盤と
なっていたのは，レールプランではなくむしろこの教
科書と，多くの教師によっては刺激というより「模倣」
のために利用された指導書が重要であり，この教科書
と指導書によってレールプランとの結びつきが保証さ
れていたと分析する38）。
　ただし，レールプランによって定められた規準や統
一的な教科書にもかかわらず，あらかじめ決められた
目標－内容の構造を教授学的－方法論的にアレンジす
ることや，また自分に預けられた子どもたちの状況と
の親身な取り組みと関連づけられていた裁量余地が教
師には与えられていたという39）。したがって，あらか
じめ与えられた規準の代わりに，授業の可能性や裁量
余地をさらに開いていく提案をしているのがラーメン
プラン40）であり，東ドイツの教師にとっては東ドイツ
から統一ドイツへの移行は大きなチャンスでもあると
する41）。
　しかし問題は，「決定の自由さに対する要求は，東
ドイツの時代の授業の目標と内容の関連においても多
くの教師たちからくりかえし出されていたにもかかわ
らず，たいていの教師たちはそのような解放的なラー
メンプランによる活動に対して準備が出来ていなかっ
た」点にある。したがってまずは，「新たなカリキュ
ラム上の規程を作成する際に，教員たちの中のこのよ
うな解釈（東ドイツにおいては中央集権的な計画の影
響があまりにも強かったということ：註－引用者）を
かなり内面化することが考慮されなければならない」42）

のである。
　その上でフールマンは，レールプランからラーメン
プランへという移行の中で生じてきた新たな可能性に
対応するために，教授学研究がはたすべき課題は，「授
業の計画と構成に生徒を含めるということ」と「授業方
法上のレパートリーを拡大すること」であるとする43）。
そうすることで，レールプランからラーメンプランへ
の移行という東ドイツの教師にとってははじめはつら
いかもしれない経験を，むしろ東ドイツの時代から求
めていた状況として，また東ドイツにおける教授学研
究が貢献しようとした状況として再構成することがで
きるとフールマンは捉えていたのである。最後にフー
ルマンは，このような課題は，「新たな諸州（ドイツ
統一後，新たな連邦州として西ドイツに加わったかつ
ての東ドイツ地域：註－引用者）の教師たちにとっての
みあてはまるのではなく，不変妥当性を有している」44）

ことを強調する。

Ⅴ．まとめの考察と今後の課題

　フールマンは，東ドイツの教授学研究の展開を国家
の意図と学問上の要求との間でもがきながら展開して
きたものとして描き出している。その特徴は，教育科
学アカデミーの元研究員として内部事情を描き出すこ
とによって，国家の意図と学問上の要求との間の緊張
の場において，国家によって否定され，否定された中
でもすすめられてきた教授学研究にその意義があると
主張する点にあった。それは特に，教授学研究と授業
研究に身をおきながら，ドイツ統一以降にその理論や
実践を継承・発展させなければならないという彼女自
身の思いが背景にあるのではないかと考えられる。
　さらにフールマンは，国家の意図と研究上の要求と
の間でもがいていたのは教授学者だけではなく，教師
も同様であったと見ている。両者とも，その間で悩み
ながら裁量余地を模索し，自身の教授学研究と授業実
践を積み重ねてきたのである。ドイツ統一後，その裁
量余地の拡大にはじめは対応できないかもしれない
が，むしろそれは大きなチャンスであり，フールマン
はこのチャンスを生かすことに貢献することが，統一
ドイツにおける教授学研究の課題であることを主張し
たのであった。このようにフールマンの主張を見てみ
ると，彼女はドイツ統一それ自体を否定的なものとし
てのみ捉えるというよりも，それを一つの契機として
統一ドイツにおける教授学研究のあり方に主眼をお
き，そのために見直すべき東ドイツの教授学研究の意
義を主張していることがわかる。
　東ドイツにおける教授学研究の展開を考察するため
には，このフールマンのように，東ドイツの内部の目
から見た展開を検討することが重要であることが明ら
かになった。ただし彼女も，自身の教授学研究の蓄積
や関心から，ドイツ統一後に生徒の能動性や問題解決
的な授業に関する論文を発表している。それらの教授
学理論や授業方法は体制を越えて意味を持つとする
フールマンの主張を，むしろポリティカルな視点から
検討することや，その連続性と非連続性という視点か
ら検討することが，本研究をとおして提起される今後
の課題ではないだろうか。

【註】

１）『望みうることからなしうることへ』のフールマ
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